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制度的枠組みについて（現行制度）

○ ベビーシッター

ベビーシッターは、一般的には子どもの居宅で保育者が子どもの保育をするものであるが、現在、児童福祉
法上に届出制度等はない。

○ 認可外保育施設

・ 児童福祉法第５９条の２により、認可外保育施設については、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長（以
下、「都道府県知事等」という。）に対して届出を行う義務がある。また、第５９条の２の５の規定により、毎年、当
該施設の運営状況を都道府県知事等に報告しなければならない。

※ ただし、１日に保育する乳幼児が５人以下等の施設については対象外

・ 都道府県知事等は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、当該施設に対して報告徴収、立入検査等
を行うことができる。
※ 届出義務等が課せられていない認可外保育施設も対象

○ 家庭的保育事業
・ 児童福祉法上、家庭的保育事業は、市町村が家庭的保育者に委託する事業であり、市町村から都道府県に
対して届出をしなければならない。
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認可外保育施設の指導監督 
 
 
認可外保育施設は、児童福祉法に基づき都道府県等（都道府県、政令指定都市及び

中核市）に対して設置届出、定期報告等が義務付けられている。 

 
 
 
設置の届出（児童福祉法第５９条の２） 

事業者は認可外保育施設を設置した場合、都道府県知事等に届け出なければ

ならない。但し、乳幼児数が５人以下の施設などは対象外となる。（＜届出対象・

対象外施設＞参照） 
 
 
 

事業者による利用者への情報提供 
① 施設の概要やサービス内容の掲示義務（児童福祉法第 59 条の 2 の 2） 
② 利用者に対する契約内容等の説明（児童福祉法第 59 条の 2 の 3） 
③ 利用者に対する契約書面の交付義務（児童福祉法第 59 条の 2 の 4） 

自治体による利用者への情報提供（児童福祉法第 59 条の 2 の 5） 
① 事業者による都道府県知事等への運営状況の報告 
② 都道府県等による公表及び市町村への情報提供 

 
 
 
施設に対する指導監督 

  都道府県等による、施設への立入調査の実施、設備及び運営の不備に対する

改善指導の実施。 
悪質な施設への排除の徹底 

都道府県等による、悪質な施設に対して改善を勧告し、勧告に従わない場合

の公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令。

 
把 握 利用者への情報提供 悪質な施設の排除 

設置 の届出 事業者によるサービス内容の掲示 
利用者に対する事業者の書面交付 
知事等に対する事業者の定期報告 
利用者への自治体による情報提供 

報 告 徴 収 
立 入 調 査 
勧 告 ･公 表 

事業停止･施設閉鎖命令 

１施設の把握 

２利用者への情報提供 

３悪質な施設の排除 

＜届出対象・対象外施設＞ 
 
【１】届出対象施設 

・ 一部の届出対象外施設を除き、預かる乳幼児が６人以上の全ての認可外

保育施設が届出の対象。 
 
【２】届出対象外施設 

・ 認可外保育施設のうち、下記の施設については、原則的に届出の対象外。 
・ 都道府県等が行う指導監督は、届出対象外施設を含む全ての認可外保育

施設が対象。 
 

（届出対象外施設） 
届出対象外施設種別 左記の例外として届出対象となるもの 

事業所内保育施設 
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児

を対象とする施設 

従業員の乳幼児以外に乳幼児を 6 人以

上預かる施設 

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時

預かり施設 
（例）自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等

の一時預かり施設 

顧客の乳幼児以外の乳幼児を 6 人以上

預かる施設 

家庭的保育事業の届出が行われた施設  

臨時に設置された施設 
（例）スキー場やバーゲン期間のみ開設された

デパートの一時預かり施設 
6 か月を超えて設置される施設 

親族間の預かり合い 
設置者の四親等内の親族が対象 

親族の乳幼児以外に乳幼児を 6 人以上

預かる場合 

 



○ 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育を
市町村による認可事業（地域型保育事業）として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、
多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとすることにしている。

◇小規模保育（利用定員６人以上１９人以下）

・・・比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下、きめ細かな保育を実施

◇家庭的保育（利用定員５人以下）

・・・家庭的な雰囲気の下、少人数を対象にきめ細かな保育を実施

◇居宅訪問型保育

・・・保護者・子どもが住み慣れた居宅において、１対１を基本とするきめ細かな保育を実施

◇事業所内保育

・・・企業等が主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供

居宅訪問型
保育

認
可
定
員

保育の実施場所等

事業所内
保育

小規模保育

家庭的保育

保育者の居宅その他の場所、施設
（右に該当する場所を除く）

保育を必要とする
子どもの居宅

事業所の従業員の子ども
（従業員枠）

＋
地域の保育を必要とする
子ども（地域枠）

５人

１人

６人

１９人

地域型保育事業の位置付け

事業主体：市町村、民間事業者等

事業主体：市町村、民間事業者等 事業主体：市町村、
民間事業者等

事業主体：事業主等

地域型保育事業について（子ども・子育て支援新制度）
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小規模保育事業の認可基準について

○ 小規模保育事業については、多様な事業からの移行を想定し、Ａ型（保育所分園、ミニ保育所に近い類型）、Ｃ型（家庭的
保育（グループ型小規模保育）に近い類型）、Ｂ型（中間型）の３類型を設け、認可基準を設定する。

○ 特に、Ｂ型については、様々な事業形態からの移行が円滑に行われるよう、保育士の割合を１／２以上としているが、同時
に、小規模な事業であることに鑑み、保育所と同数の職員配置とせず、１名の追加配置を求めて、質の確保を図る。

○ また、保育士の配置比率の向上に伴い、きめ細かな公定価格の設定を検討することで、Ｂ型で開始した事業所が段階的に
Ａ型に移行するよう促し、更に質を高めていくこととしていく。

保育所
小規模保育事業

Ａ型 Ｂ型 Ｃ型

職
員

職員数
０歳児 ３：１
１・２歳児 ６：１

保育所の配置基準＋１名 保育所の配置基準＋１名
０～２歳児 ３：１

（補助者を置く場合、５：２）

資格
保育士
※保健師又は看護師の特例
有（１人まで）

保育士
※保育所と同様、保健師又は
看護師の特例を設ける。

１／２以上保育士
※保育所と同様、保健師又は看
護師の特例を設ける。

※保育士以外には研修実施

家庭的保育者
※市町村長が行う研修を修了した保
育士、保育士と同等以上の知識及
び経験を有すると市町村長が認め
る者

設
備
・面
積

保育室
等

０歳・１歳
乳児室 １人当たり1.65㎡
ほふく室 １人当たり3.3㎡
２歳以上
保育室等 １人当たり1.98㎡

０歳・１歳児 １人当たり3.3㎡
２歳児 １人当たり1.98㎡

０歳・１歳児 １人当たり3.3㎡
２歳児 １人当たり1.98㎡

０歳～２歳児
いずれも１人３．３㎡

処
遇
等
給食

自園調理
※公立は外部搬入可（特区）

調理室
調理員

自園調理
（連携施設等からの搬入可）

調理設備
調理員

自園調理
（連携施設等からの搬入可）

調理設備
調理員

自園調理
（連携施設等からの搬入可）

調理設備
調理員

※ 小規模保育事業については、小規模かつ０～２歳児までの事業であることから、保育内容の支援及び卒園後の受け皿の役割を担う連携施設の設定を求める。
※ 連携施設や保育従事者の確保等が期待できない離島・へき地に関しては、連携施設等について、特例措置を設ける。
※ また、給食、連携施設の確保に関しては、移行に当たっての経過措置を設ける。

＜主な認可基準＞
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家庭的保育事業等の認可基準について

○ 家庭的保育事業等については、現行の事業からの移行や、それぞれの事業形態、特徴等を踏まえ、基準を設定する。

＜主な認可基準＞

家庭的保育事業 事業所内保育事業 居宅訪問型保育事業

職
員

職員数
０～２歳児 ３：１
家庭的保育補助者を置く場合 ５：２

定員２０名以上
保育所の基準と同様

０～２歳児 １：１

資格

家庭的保育者
（＋家庭的保育補助者）

＊市町村長が行う研修を修了した保育士、保
育士と同等以上の知識及び経験を有すると
市町村長が認める者

必要な研修を修了し、保育士、保育
士と同等以上の知識及び経験を有
すると市町村長が認める者

定員１９名以下
小規模保育事業Ａ型、Ｂ型の基準と同様

設
備
・面
積

保育室等 ０歳～２歳児 １人当たり3.3㎡ －

処
遇
等

給食

自園調理
（連携施設等からの搬入可）

調理室
調理員
（３名以下の場合、家庭的保育補助者を置き、
調理を担当すること可）

自園調理
（連携施設等からの搬入可）

調理設備
調理員

－

※ 家庭的保育事業、事業所内保育事業については、小規模かつ０～２歳児までの事業であることから、保育内容の支援及び卒園後の受け皿の役割を担う連携
施設の設定を求める。（事業所内の卒園後の受け皿に関しては、地域枠の子どものみ対象）

※ 連携施設や保育従事者の確保等が期待できない離島・へき地に関しては、連携施設等について、特例措置を設ける。
※ また、給食、連携施設の確保に関しては、移行に当たっての経過措置を設ける。
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１．概要

○ 子ども・子育て支援新制度では、実施主体である市町村が、認可施設・事業者から、施設型給付・委託費、地域型保育給
付の対象となる施設・事業者を確認する。

○ 確認を受けた施設・事業者は、運営基準を遵守しなければならず、また、それらの施設・事業者に関する基本的な情報を都
道府県が利用者に公表する。

２．運営基準について

○ 給付の対象となる教育・保育の適切な提供等に当たって施設・事業者に対して求める基準を設定。

確認制度について（新制度）

分類 主な事項

利用開始に伴う基準
・提供する教育・保育の内容・手続きの説明、同意、契約

・定員を上回る利用の申込みがあった場合の選考 など

教育・保育の提供に伴う基準
・幼稚園教育要領、保育所保育指針等に則った教育・保育の提供

・子どもの適切な処遇（虐待の禁止等を含む） など

管理・運営等に関する基準

・施設の目的・運営方針、職員の職種、員数等の重要事項を定めた運営規程の策定、掲示

・秘密保持、個人情報保護

・事故防止及び事故発生時の対応

・評価（自己評価、学校関係者評価、第三者評価）

・会計処理（区分経理等） など

撤退時の基準 ・確認の辞退・定員減少における対応（利用者の継続利用のための便宜提供等）
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３．情報公表について

○ 施設・事業者の透明性及び教育・保育の質向上を促すための教育・保育に関する情報の報告及び公表の対象となる事項に
ついて設定（都道府県が公表）。

分類 主な事項

基本情報

法人 ・名称、所在地、代表者の氏名等

施設

・施設の種類（幼稚園、保育所、認定こども園）、地域型保育事業の種類（小規模保育、家庭的保育、事業
所内保育、居宅訪問型保育）

・名称、所在地等

・施設設備の状況（居室面積、定員、園舎面積、園庭等の状況）

・職員の状況（職種ごとの職員数、免許の有無、常勤・非常勤、勤続年数・経験年数等）

・職員１人当たりの子ども数

・利用定員、学級数、在籍子ども数

・開所時間等 など

運営情報

・施設、事業の運営方針

・教育・保育の内容・特徴

・選考基準

・給食の実施状況

・相談、苦情等の対応のための取組状況

・自己評価等の結果

・事故発生時の対応 など
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参考条文（現行制度）

【認可外保育施設の届出義務】

◎児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

第五十九条の二 第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設（少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で

定めるものを除く。）であつて第三十五条第四項の認可を受けていないもの（第五十八条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された

ものを含む。）については、その施設の設置者は、その事業の開始の日（同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあ

つては、当該認可の取消しの日）から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 施設の名称及び所在地

二 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

三 建物その他の設備の規模及び構造

四 事業を開始した年月日

五 施設の管理者の氏名及び住所

六 その他厚生労働省令で定める事項

２ 前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日か

ら一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。

３ 都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとす

る。

第五十九条の二の五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の運営の

状況を都道府県知事に報告しなければならない。

２ 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に関し児童の福祉のため

必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。

第六十二条の四 第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処す

る。

第三十九条 保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。

２ 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育すること
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参考条文（現行制度）

【認可外保育施設の届出義務】

◎児童福祉法施行規則（昭和二十三年三月三十一日厚生省令第十一号）

第四十九条の二 法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。

一 一日に保育する乳幼児の数（次に掲げるものを除く。）が五人以下である施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであ

るもの

イ 事業主がその雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主からの委託を受けて当該労働者の乳

幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数

ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主団体から

の委託を受けて当該労働者の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数

ハ 地方公務員等共済組合法 に基づく地方公務員共済組合その他の厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育する

ために自ら設置する施設又は当該組合等からの委託を受けて当該構成員の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該構成員の

乳幼児の数

ニ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の

乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児を保育する施設にあつては、当該

顧客の乳幼児の数

ホ 設置者の四親等内の親族である乳幼児の数

ヘ 一時預かり事業を行う保育所以外の施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児の数

二 法第三十四条の十四第一項に規定する家庭的保育事業の届出が行われた施設

三 半年を限度として臨時に設置される施設

四 学校教育法 に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設

10



参考条文（現行制度）

【認可外保育施設に対する指導監督】

◎児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

第五十九条 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第三十六条から第四十四条までの各条に規定する業務を目

的とする施設であつて第三十五条第三項の届出をしていないもの又は同条第四項の認可を受けていないもの（前条の規定により児童福祉

施設の認可を取り消されたものを含む。）については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当

該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。

この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。

２ 第十八条の十六第三項の規定は、前項の場合について準用する。

３ 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第一項に規定する施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の

改善その他の勧告をすることができる。

４ 都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

５ 都道府県知事は、第一項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を

聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

６ 都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴く

いとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。

７ 都道府県知事は、第三項の勧告又は第五項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

第六十一条の四 第四十六条第四項又は第五十九条第五項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下

の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一～六（略）

七 正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

11



参考条文（現行制度）

【家庭的保育事業】

◎児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）
第六条の三
９ この法律で、家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であつて、市町村が第二十四条第一項に規定する児童に該当すると認めるものについ
て、家庭的保育者（市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、
これらの乳児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。）の居宅その他の場所において、家庭的保育
者による保育を行う事業をいう。

第三十四条の十五 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、
家庭的保育事業を行うことができる。
２ 市町村は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければ
ならない。
３ 市町村は、家庭的保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な
ければならない。

第三十四条の十六 家庭的保育事業を行う市町村は、その事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しな
ければならない。

第三十四条の十七 都道府県知事は、前条の基準を維持するため、家庭的保育事業を行う市町村に対して、必要と認める事項の報告を求
め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ
ることができる。
２ 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
３ 都道府県知事は、家庭的保育事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う市町村に対し、当該基準に
適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
４ 都道府県知事は、家庭的保育事業を行う市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その事業の制限又は停止を命ずることができ
る。
一 その市町村が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
二 家庭的保育者が、その事業に係る乳児又は幼児の処遇につき不当な行為をしたとき。 12



参考条文（新制度）

【家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業】

◎児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）
第六条の三
９ この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 子ども・子育て支援法 （平成二十四年法律第六十五号）第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な
保育を受けることが困難である乳児又は幼児（以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。）であつて満三歳未満のものについて、家庭
的保育者（市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該
保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。）の居宅その他の場所（当該保育を必
要とする乳児・幼児の居宅を除く。）において、家庭的保育者による保育を行う事業（利用定員が五人以下であるものに限る。次号におい
て同じ。）

二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以
上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所（当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。）において、家庭的保育者に
よる保育を行う事業

１１ この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者に
よる保育を行う事業

二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以
上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

第三十四条の十五 市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる。
２ 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等を行うことがで
きる。
３ 市町村長は、家庭的保育事業等に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審
査するほか、次に掲げる基準（当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限
る。）によつて、その申請を審査しなければならない。
一 当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。
二 当該家庭的保育事業等を行う者（その者が法人である場合にあつては、経営担当役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ
れらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。）とする。）が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
四 次のいずれにも該当しないこと。
イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。（以下略）

７ 国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、
市町村長の承認を受けなければならない。 13



参考条文（新制度）

【家庭的保育事業等の認可基準等】

◎児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

第三十四条の十六 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、そ

の基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。

２ 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の

事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一 家庭的保育事業等に従事する者及びその員数

二 家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連

するものとして厚生労働省令で定めるもの

３ 家庭的保育事業等を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

第三十四条の十七 市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭的保育事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求

め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査さ

せることができる。

２ 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

３ 市町村長は、家庭的保育事業等が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に

適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、又はその事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められ

るときは、必要な改善を命ずることができる。

４ 市町村長は、家庭的保育事業等が、前条第一項の基準に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、その事業

を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

14



参考条文（新制度）

【認可外保育施設の届出義務】

◎児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

第五十九条の二 第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設（少数の

乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。）であつて第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四

項の認可又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの（第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事

業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを

含む。）については、その施設の設置者は、その事業の開始の日（第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認

可を取り消された施設又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、

当該認可の取消しの日）から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 施設の名称及び所在地

二 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

三 建物その他の設備の規模及び構造

四 事業を開始した年月日

五 施設の管理者の氏名及び住所

六 その他厚生労働省令で定める事項

２ 前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日か

ら一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。

３ 都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとす

る。

第五十九条の二の五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の運営の

状況を都道府県知事に報告しなければならない。

２ 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に関し児童の福祉のため

必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。

第六十二条の四 第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処す

る。 15



参考条文（新制度）

【認可外保育施設に対する指導監督】

◎児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

第五十九条 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第六条の三第九項から第十二項まで若しくは第三十六条か

ら第四十四条まで（第三十九条の二を除く。）に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出若しくは認定こども園

法第十六条の届出をしていないもの又は第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可若しくは認定こども園法第十七条第

一項 の認可を受けていないもの（前条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども

園法第二十二条第一項 の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。）については、その施設の設置者若しく

は管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは

運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。

２ 第十八条の十六第三項の規定は、前項の場合について準用する。

３ 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第一項に規定する施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の

改善その他の勧告をすることができる。

４ 都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

５ 都道府県知事は、第一項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を

聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

６ 都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴く

いとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。

７ 都道府県知事は、第三項の勧告又は第五項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

第六十一条の四 第四十六条第四項又は第五十九条第五項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下

の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一～六（略）

七 正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 16


